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石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

 
石狩市教育委員会教育長 西田 正人 

 

石狩市教育委員会規則第 号 

石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部を改正する規則 

石狩市教育委員会行政組織に関する規則（平成13年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （事務分掌） 

第９条 第３条第１項に定める課の所掌する事務は、次のとおりとする。 

 総務企画課 略 

 学校教育課 略 

 教育支援課  

 (1)～(7) 略 

 (8) 子ども相談センター及び関係各機関との連絡調整に関すること。 

 (9) 略 

浜益学校教育課 略 

２ 略 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

 （事務分掌） 

第９条 第３条第１項に定める課の所掌する事務は、次のとおりとする。 

 総務企画課 略 

 学校教育課 略 

 教育支援課  

(1)～(7) 略 

 (8) こども家庭センター及び関係各機関との連絡調整に関すること。 

 (9) 略 

 浜益学校教育課 略 

２ 略 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

＜議案第１号関係＞
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石狩市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

 
石狩市教育委員会教育長 西田 正人 

  
石狩市教育委員会規則第 号 

石狩市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

石狩市教育委員会公告式規則（昭和53年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（規則の公布） 

第２条 略 

２ 略 

３ 規則の公布は、石狩市役所前の掲示場に掲示して行う。 

（規則の公布） 

第２条 略 

２ 略 

３ 規則の公布は、掲示場（市のホームページに設置した電子掲示板及び石狩市役

所前の掲示場をいう。）に掲示して行う。 

備考 改正部分は、下線の部分（表の下に下線がある場合は、当該表全部）である。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、石狩市公告式条例の一部を改正する条例（令和７年条例第25号）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の石狩市教育委員会公告式規則の規定は、施行日以後に公布する規則、公表する教育長の定める規程に

ついて適用し、施行日前に公布した規則、公表した規程又は行った告示については、なお従前の例による。 

 

＜議案第２号関係＞
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石狩市立学校施設使用料条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

 
石狩市教育委員会教育長 西田 正人 

 

石狩市教育委員会規則第 号 

石狩市立学校施設使用料条例施行規則等の一部を改正する規則 

（石狩市立学校施設使用料条例施行規則の一部改正） 

第１条 石狩市立学校施設使用料条例施行規則（平成15年教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜議案第３号関係＞
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改  正  前 改  正  後 

別表第１（第２条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で使用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団

体が本来の活動のため

に使用する場合 

(１) スポーツ少年団、こども会

その他中学生以下の教育を目的

とする団体のうち、その構成員

の８割以上が中学生以下の団体

が使用する場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、

委員会が別に定める団体が使用

する場合 

５／10 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するも

のを除く。）が教育又は保育活動のために使用する場合 
10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使

用する場合 
５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために使

用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

５／10 

別表第１（第２条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で使用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団

体が本来の活動のため

に使用する場合 

(１) スポーツ少年団、こども会

その他中学生以下の教育を目的

とする団体のうち、その構成員

の８割以上が中学生以下の団体

が使用する場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、

委員会が別に定める団体が使用

する場合 

５／10 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するも

のを除く。）が教育又は保育活動のために使用する場合 
10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使

用する場合 
５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために使

用する場合 
５／10 

６ 障害者等が使用する場

合 

(１) 次のいずれかに該当する者

（以下「障害者」という。）

（介助者を含む。）が使用する

場合 

ア 身体障害者福祉法（昭和24

年法律第283号）第15条第４

項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者 

10／10 
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６ その他委員会が認める

場合 

(１) 公益性が認められる場合で

委員会が別に定めるもの 
10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のも

の 
５／10 

   

イ 療育手帳制度要綱（昭和48

年９月27日厚生省発児第156

号）の規定により療育手帳の

交付を受けている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和25年法

律第123号）第45条第２項の

規定により精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている者 

(２) 構成員の半数以上が障害者

である団体が使用する場合 
５／10 

７ その他委員会が認める

場合 

(１) 公益性が認められる場合で

委員会が別に定めるもの 
10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のも

の 
５／10 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（石狩市市民図書館条例施行規則の一部改正） 

第２条 石狩市市民図書館条例施行規則（平成12年教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第 14 条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市又は委員会が主催又は共催で使用する場合 10／10 

２ 
市内に存する学校又は教育機関が教育活動のために使用す

る場合 
10／10 

３ 市内の社会教育関(１) スポーツ少年団、こども会その他 10／10 

別表（第 14 条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市又は委員会が主催又は共催で使用する場合 10／10 

２ 
市内に存する学校又は教育機関が教育活動のために使用す

る場合 
10／10 

３ 市内の社会教育関(１) スポーツ少年団、こども会その他 10／10 
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係団体が使用する

場合 

中学生以下の教育を目的とする団体の

うち、その構成員の８割以上が中学生

以下の団体が使用する場合 

(２) 前号に掲げるもののほか、委員会

が別に定める団体が使用する場合 
５／10 

４ 市内の社会福祉関係団体が使用する場合 ５／10 

５ 市内の自治会又は町内会が使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５／10 

６ その他委員会が認(１) 公益性が認められる場合で委員会 10／10 

係団体が使用する

場合 

中学生以下の教育を目的とする団体の

うち、その構成員の８割以上が中学生

以下の団体が使用する場合 

(２) 前号に掲げるもののほか、委員会

が別に定める団体が使用する場合 
５／10 

４ 市内の社会福祉関係団体が使用する場合 ５／10 

５ 市内の自治会又は町内会が使用する場合 ５／10 

６ 障害者等が使用す

る場合 

(１) 次のいずれかに該当する者（以下

「障害者」という。）（介助者を含

む。）が使用する場合 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条第４項の規定に

より身体障害者手帳の交付を受け

ている者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和48年９

月27日厚生省発児第156号）の規定

により療育手帳の交付を受けてい

る者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和25年法律第123

号）第45条第２項の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者 

10／10 

(２) 構成員の半数以上が障害者である

団体が使用する場合 
５／10 

７ その他委員会が認(１) 公益性が認められる場合で委員会 10／10 
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める場合 が別に定めるもの 

(２) 前号に掲げる以外のもの ５／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

める場合 が別に定めるもの 

(２) 前号に掲げる以外のもの ５／10 
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別記第４号様式（第 13 条関係） 

 

                        図 書 館 施 設 使 用 許 可 申 請 書 
年   月   日 

            石狩市教育委員会      様 

 

           下記のとおり使用したいので申請します。 

申請者  住  所             

団体名             

氏  名             

          ※太線部のみ必要事項をご記入ください。       電  話 

 整 理 番 号  

使 用 目 的  使用人数      人 

使用室名 年 月 日 
曜 

日 

午  前 午 後 午 後 夜 間 

火～日 水・木・土・日 火・金 水・木 

10:00～ 

12:00 

12:00～ 

17:00 

12:00～ 

18:00 

17:00～ 

20:00 

       

       

       

       

使 用 責 任 者  

その他特記事項  

目 的 外 使 用 料  

減  免  申  請 
(有・無) 

上記の使用申請について、次の理由により、目的 

外使用料の減免を申請いたします。 

理由  １  市又は委員会（公用） 

２  市内の学校又は教育機関 

３  市内中学生以下の教育を目的とする団体 

４  ３以外の市内社会教育関係団体 

５  市内の社会福祉関係団体 

６  市内の自治会又は町内会 

７  その他（              ） 

プロジェクター使用 
（視聴覚ホールのみ） 

有 ・  無 使用時間 時間 

目 的 外 

使 用 料 等 

目的外使用料 減  免 額 納  付  額 

円 円 円 

決裁日 年   月   日 減免申請 減免の根拠 

決裁欄 

館  長 副館長 
  

承認 

 
却下 

規則別表    項 

号の規定により 

免除 

減額 

    

  

別記第４号様式（第 13 条関係） 

 

                        図 書 館 施 設 使 用 許 可 申 請 書 
年   月   日 

            石狩市教育委員会      様 

 

           下記のとおり使用したいので申請します。 

申請者  住  所             

団体名             

氏  名             

          ※太線部のみ必要事項をご記入ください。       電  話 

 整 理 番 号  

使 用 目 的  使用人数      人 

使用室名 年 月 日 
曜 

日 

午  前 午 後 午 後 夜 間 

火～日 水・木・土・日 火・金 水・木 

10:00～ 

12:00 

12:00～ 

17:00 

12:00～ 

18:00 

17:00～ 

20:00 

       

       

       

       

使 用 責 任 者  

その他特記事項  

目 的 外 使 用 料  

減  免  申  請 
(有・無) 

上記の使用申請について、次の理由により、目的 

外使用料の減免を申請いたします。 

理由  １  市又は委員会（公用） 

２  市内の学校又は教育機関 

３  市内中学生以下の教育を目的とする団体 

４  ３以外の市内社会教育関係団体 

５  市内の社会福祉関係団体 

６  市内の自治会又は町内会 

７ 障害者又は障害者団体 

８  その他（              ） 

プロジェクター使用 
（視聴覚ホールのみ） 

有 ・  無 使用時間 時間 

目 的 外 

使 用 料 等 

目的外使用料 減  免 額 納  付  額 

円 円 円 

決裁日 年   月   日 減免申請 減免の根拠 

決裁欄 

館  長 副館長 
  

承認 

 
却下 

規則別表    項 

号の規定により 

免除 

減額 
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別記第５号様式（第 13 条関係） 

 

         （表） 
 
                      図 書 館 施 設 使 用 許 可 書 

年  月   日 

申請者 住  所             

団体名             

氏  名         様    

電  話             

 整 理 番 号  

使  用  目  的  使用人数      人 

使  用  室  名 年 月 日 
曜 

日 

午  前 午 後 午 後 夜 間 

火～日 水・木・土・日 火・金 水・木 

10:00～ 

12:00 

12:00～ 

17:00 

12:00～ 

18:00 

17:00～ 

20:00 

       

       

       

       

使 用 責 任 者  

その他特記事項  

目 的 外 使 用 料  

減  免  許  可 
(有・無) 

上記の使用申請について、次の理由により、目的 

外使用料の減免を許可いたします。 

理由  １  市又は委員会（公用） 

２ 市内の学校又は教育機関 

３ 市内中学生以下の教育を目的とする団体 

４ ３以外の市内社会教育関係団体 

５ 市内の社会福祉関係団体 

６ 市内の自治会又は町内会 

７ その他（              ） 

プロジェクター使用 
（視聴覚ホールのみ） 

有 ・  無 使用時間 時間 

目 的 外 

使 用 料 等 

目的外使用料 減  免 額 納  付 額 

円 円 円 

           地方自治法第238条の４第７項の規定により、上記のとおり施設の使用を許可します。 

          使用に当たっては裏面の事項を守って下さい。 

 

石狩市教育委員会      

別記第５号様式（第 13 条関係） 

 

         （表） 
 
                      図 書 館 施 設 使 用 許 可 書 

年  月   日 

申請者 住  所             

団体名             

氏  名         様    

電  話             

 整 理 番 号  

使  用  目  的  使用人数      人 

使  用  室  名 年 月 日 
曜 

日 

午  前 午 後 午 後 夜 間 

火～日 水・木・土・日 火・金 水・木 

10:00～ 

12:00 

12:00～ 

17:00 

12:00～ 

18:00 

17:00～ 

20:00 

       

       

       

       

使 用 責 任 者  

その他特記事項  

目 的 外 使 用 料  

減  免  許  可 
(有・無) 

上記の使用申請について、次の理由により、目的 

外使用料の減免を許可いたします。 

理由  １  市又は委員会（公用） 

２ 市内の学校又は教育機関 

３ 市内中学生以下の教育を目的とする団体 

４ ３以外の市内社会教育関係団体 

５ 市内の社会福祉関係団体 

６ 市内の自治会又は町内会 

７ 障害者又は障害者団体 

８ その他（              ） 

プロジェクター使用 
（視聴覚ホールのみ） 

有 ・  無 使用時間 時間 

目 的 外 

使 用 料 等 

目的外使用料 減  免 額 納  付 額 

円 円 円 

           地方自治法第238条の４第７項の規定により、上記のとおり施設の使用を許可します。 

          使用に当たっては裏面の事項を守って下さい。 

 

石狩市教育委員会      
備考 改正部分は、下線の部分である。 
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（石狩市公民館条例施行規則の一部改正） 

第３条 石狩市公民館条例施行規則（平成３年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第５条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で使用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団体

が本来の活動のために使

用する場合 

(１) スポーツ少年団、こども会その

他中学生以下の教育を目的とする団

体のうち、その構成員の８割以上が

中学生以下の団体が使用する場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、委員

会が別に定める団体が使用する場合 
５／10 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するものを除

く。）が教育又は保育活動のために使用する場合 
10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使用する

場合 
５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために使用する

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

５／10 

別表（第５条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で使用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団体

が本来の活動のために使

用する場合 

(１) スポーツ少年団、こども会その

他中学生以下の教育を目的とする団

体のうち、その構成員の８割以上が

中学生以下の団体が使用する場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、委員

会が別に定める団体が使用する場合 
５／10 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するものを除

く。）が教育又は保育活動のために使用する場合 
10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使用する

場合 
５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために使用する

場合 
５／10 

６ 

 

障害者等が使用する場合 (１) 次のいずれかに該当する者（以

下「障害者」という。）（介助者を

含む。）が使用する場合 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受

けている者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和48年９

10／10 
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６ その他委員会が認める場

合 

(１) 公益性が認められる場合で委員

会が別に定めるもの 
10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 
 

月27日厚生省発児第156号）の規

定により療育手帳の交付を受けて

いる者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和25年法律第123

号）第45条第２項の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者 

(２) 構成員の半数以上が障害者であ

る団体が使用する場合 
５／10 

７ その他委員会が認める場

合 

(１) 公益性が認められる場合で委員

会が別に定めるもの 
10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 
 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（石狩市ふれあい研修センター条例施行規則の一部改正） 

第４条 石狩市ふれあい研修センター条例施行規則（平成６年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第４条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で利用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団体

が本来の活動のために利

用する場合 

(１) スポーツ少年団、こども会その

他中学生以下の教育を目的とする団

体のうち、その構成員の８割以上が

中学生以下の団体が利用する場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、教育 ５／10 

別表（第４条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で利用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団体

が本来の活動のために利

用する場合 

(１) スポーツ少年団、こども会その

他中学生以下の教育を目的とする団

体のうち、その構成員の８割以上が

中学生以下の団体が利用する場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、教育 ５／10 
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委員会（以下「委員会」という。）

が別に定める団体が利用する場合 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するものを除

く。）が教育又は保育活動のために利用する場合 

10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために利用する

場合 

５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために利用する

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５／10 

委員会（以下「委員会」という。）

が別に定める団体が利用する場合 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するものを除

く。）が教育又は保育活動のために利用する場合 

10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために利用する

場合 

５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために利用する

場合 

５／10 

６ 障害者等が使用する場合 (１) 次のいずれかに該当する者（以

下「障害者」という。）（介助者を

含む。）が使用する場合 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号）第15条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付

を受けている者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和48年

９月27日厚生省発児第156号）の

規定により療育手帳の交付を受

けている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条第２項の規定によ

り精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている者 

10／10 

(２) 構成員の半数以上が障害者であ

る団体が使用する場合 
５／10 

- 12 -



   

６ その他指定管理者が認め

る場合 

(１) 公益性が認められる場合で委員

会が別に定めるもの 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 
 

７ その他指定管理者が認め

る場合 

(１) 公益性が認められる場合で委員

会が別に定めるもの 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 
    

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（石狩市美登位創作の家条例施行規則の一部改正） 

第５条 石狩市美登位創作の家条例施行規則（平成元年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第６条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で利用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団体が

本来の活動のために利用す

る場合 

(１) スポーツ少年団、こども会そ

の他中学生以下の教育を目的とす

る団体のうち、その構成員の８割

以上が中学生以下の団体が利用す

る場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、委

員会が別に定める団体が利用する

場合 

５／10 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するものを除

く。）が教育又は保育活動のために利用する場合 
10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために利用する

場合 
５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために利用する

場合 

 

５／10 

別表（第６条関係） 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で利用する場合 10／10 

２ 市内の社会教育関係団体が

本来の活動のために利用す

る場合 

(１) スポーツ少年団、こども会そ

の他中学生以下の教育を目的とす

る団体のうち、その構成員の８割

以上が中学生以下の団体が利用す

る場合 

10／10 

 (２) 前号に掲げるもののほか、委

員会が別に定める団体が利用する

場合 

５／10 

３ 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園（市が設置するものを除

く。）が教育又は保育活動のために利用する場合 
10／10 

４ 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために利用する

場合 
５／10 

５ 市内の町内会（自治会を含む。）が本来の活動のために利用する

場合 
５／10 

６ 障害者等が使用する場合 (１) 次のいずれかに該当する者 10／10 
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６ その他委員会が認める場合 (１) 公益性が認められる場合で委

員会が別に定めるもの 
10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 
 

（以下「障害者」という。）（介

助者を含む。）が使用する場合 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号）第15条第４項の

規定により身体障害者手帳の交

付を受けている者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和48年

９月27日厚生省発児第156号）

の規定により療育手帳の交付を

受けている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条第２項の規定に

より精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者 

(２) 構成員の半数以上が障害者で

ある団体が使用する場合 
５／10 

７ その他委員会が認める場合 (１) 公益性が認められる場合で委

員会が別に定めるもの 
10／10 

 (２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 
 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（石狩市資料館条例施行規則の一部改正） 

第６条 石狩市資料館条例施行規則（平成16年教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 
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項 区分 減免率 

１ 中学生以下の者を授業等で引率する教職員等 
10／10 

２ 国、地方公共団体等から調査又は視察を目的として入館する者 

３ 
第４条の規定により入館料の後納を委員会が認める者のうち相当

数の入館者が見込まれるもの ２／10 

４ 15人以上の団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 区分 減免率 

１ 市が公用で使用する場合 

10／10 

２ 中学生以下の者を授業等で引率する教職員等 

３ 国、地方公共団体等から公務を目的として入館する者 

４ 

障害者が使用す

る場合 

次のいずれかに該当する者（介助者を含む。）

が使用する場合 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第15条第４項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者 

(２) 療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚

生省発児第156号）の規定により療育手帳の交

付を受けている者 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者 

５ 

その他委員会が

認める場合 

(１) 公益性が認められる場合で委員会が別に

定めるもの 

(２) 前号に掲げるもの以外のもの ５／10 

６ 
第４条の規定により入館料の後納を委員会が認める者のうち相当

数の入館者が見込まれるもの ２／10 

７ 15人以上の団体 
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別記第３号様式（第５条関係） 

資 料 館 入 館 料 減 免 申 請 書                
年  月  日   

 
   石狩市教育委員会 様 

申請者 住所               
所属団体名            
代表者名             

  下記のとおり、入館料の減免を申請します。 

施 設 名 いしかり砂丘の風資料館・石狩市はまます郷土資料館 

入 館 日        年  月  日 

減 免 対 象 者 
氏 名 
（団体の場合は代表 

者名） 

 人数 人 

減 免 理 由 
石狩市資料館条例施行規則別表 
第１項・第２項・第３項・第４項 

備 考  

 

審 査 の 結 果 
承 認  

不 承 認  
 

決

 

裁 

課 長 主 査 担 当  

    

  

別記第３号様式（第５条関係） 

 
資 料 館 入 館 料 減 免 申 請 書                

年  月  日  

 
   石狩市教育委員会 様 

申請者 住所                

氏名（所属団体名/代表者名）     

                  

連絡先               

  下記のとおり、入館料の減免を申請します。 

施 設 名 いしかり砂丘の風資料館・石狩市はまます郷土資料館 

入 館 日        年  月  日 

減 免 対 象 者 
氏 名 
(団体の場合は代表の方) 

 人数 人 

減 免 理 由 

石狩市資料館条例施行規則別表 
第１項 市が公用で使用する場合 

第２項 中学生以下の者を授業等で引率する教職員等 

第３項 国、地方公共団体等から公務を目的として入館する者 

第４項 身体障がい者等（介助者含む。）が使用する場合 

第５項 
その他委員会が認

める場合 

(１) 公益性が認められる場合で委員会が別

に定めるもの 

(２) 前号に掲げるもの以外のもの 

第６項 
第４条の規定により入館料の後納を委員会が認める者のうち相当

数の入館者が見込まれるもの 

第７項 15人以上の団体 

備 考  

 

審 査 の 結 果 
承 認  

不 承 認  
 
決

 

裁 

    

    

  

備考 改正部分は、下線の部分（表及び様式の下に下線がある場合は、当該表及び様式の全部）である。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の石狩市立学校施設使用料条例施行規則等の規定は、令和８年４月１日以後の使用に係る使用料又は利

用に係る利用料金（以下「使用料等」という。）の減免について適用し、同日前の使用料等の減免については、なお従前の例に

よる。 
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スクールソーシャルワーカー設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月 日 

 

石狩市教育委員会教育長 西田 正人 
 

石狩市教育委員会規則第 号 

スクールソーシャルワーカー設置に関する規則の一部を改正する規則 

スクールソーシャルワーカー設置に関する規則（令和５年教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（給与） 

第５条 スクールソーシャルワーカーの基本報酬の額は、月額239,700円とする。 

２ 略 

（給与） 

第５条 スクールソーシャルワーカーの基本報酬の額は、月額247,200円とする。 

２ 略 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

＜議案第５号関係＞
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（案）           資料 ① 
令和８年 ４月  日 

 
石狩市立小中学校及び義務教育学校 
      児童及び生徒の保護者  様 
 

石狩市教育委員会 学校教育部学校給食センター   
 
 

令和８年度の学校給食費について 
 

日頃より学校給食の円滑な運営にご協力いただき、ありがとうございます。 
さて、本市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、保護者負担となる学校給食費は

国の交付金等を財源として活用し、令和４年度以降値上げをせず、据置きしてきました。 
今年度より、小学校の給食費については、国が抜本的な負担軽減措置（給食費負担軽減交付金）

を行うこととなったことから、本市としては、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

（臨時交付金）」も活用して、 

令和８年度は 小学校の給食費を無償 とし、また、 
中学校の給食費も据え置き、値上げは行わないことといたしました。 
なお、中学校の食数及び給食費負担額は、各学校・学年により異なりますので、例年５月に学

校を通じて、ご家庭に連絡を差し上げております。口座振替（５月末から翌年３月末の 11 回）に

より納付していただくことになりますので、準備方よろしくお願いします。 
 

〇石狩市 令和８年度 学校給食費（標準ケース）  
臨時交付金 
17,480 円   

臨時交付金 
9,295 円 

 
 

臨時交付金 
7,735 円 

 
臨時交付金 

5,980 円 
 

保護者負担 
61,940 円 軽減交付金 

57,200 円 
軽減交付金 
57,200 円 

軽減交付金 
57,200 円 

 

小学１、２年生 小学３、４年生 小学５、６年生  中学生 
63,180 円 64,935 円 66,495 円  79,420 円 

     

無償 無償 無償  61,940 円 
 
 

学校給食センター 給食担当  TEL ６２－８０１５   
                                E-mail : kyuusyoku@city.ishikari.hokkaido.jp    

本
来
の
保
護
者
負
担
額 

＜議案第６号関係＞

- 19 -

mailto:kyuusyoku@city.ishikari.hokkaido.jp


学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）

（担当：総合教育政策局健康教育・食育課）

国 都道府県 市町村配分

子育て支援に取り組む自治体を支援する観点から、各般の合意等（★）に基づき、学校給食費の抜本的負担軽減のための
「給食費負担軽減交付金」を創設し、都道府県に対し交付する。 （※個人ではなく、自治体向けの支援策）

給食費負担軽減交付金
（1/2）

事業内容

完全給食 ：パン又は米飯等＋ミルク＋おかず
補食給食 ：ミルク＋おかず
ミルク給食 ：ミルクのみ

（基準額の考え方）
令和5年度学校給食費調査の全国平均（完全給食の場合、
小学校で4,688円）に、近年の物価動向を加味して設定

 小学校段階(公立)の学校給食に係る食材費を支援（国1/2、都道府県1/2）

• 支援額(※１)： 給食実施校の在籍児童数(※２) ×基準額(※３) × 11か月 × 1/2

※１：特別支援学校小学部においては、特別支援教育就学奨励費負担金を優先し、同負担金
による支援が基準額に満たない場合、基準額との差額を支援

※２：毎年5月1日現在。また、生活保護の教育扶助、要保護児童に該当する児童を除く。
※３：都道府県からの申請が、右記の額を下回る場合には、その金額

• 基準額を超える部分については、学校給食法に基づき、引き続き、保護者から徴収可能
（特色ある給食の提供に係る各省関係事業等も柔軟に活用可能）

• 非喫食者の取扱いについては、学校設置者の判断に委ねる（※交付金については、非喫食
者も含めた在籍児童数で算定。）

• 「自由民主党、公明党、日本維新の会 合意」（令和7年2月25日）
• 「学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）について」（令和7年12月18日自由民主党・
公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チーム）

• 三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について（令和7年12月19日 文部科学省・総務省・
財務省）

★

基準額 小学校・義務教
育学校前期課程

特別支援学校
小学部

完全給食 5,200円 6,200円

補食給食 4,800円 5,800円

ミルク給食 1,200円 1,200円

※都道府県の事務費は、国費において措置

 基準額

1/2の都道府県負担分
について、地方財政措置

資料 ②
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■能登半島地震 被災地応援プロジェクトの取組状況について 

 

 取り組み概要 

  名取市図書館友の会「なとと」主催による募金箱の設置や、チャリティイベントを

通じて得た募金により、被災地の図書館に地元新聞店・書店を通じて、必要とされ

ている新聞・雑誌を寄贈する 

 

取り組み範囲  

  石狩市民図書館、名取市図書館 

 

取り組み内容 

募金活動期間：令和７年 11 月 16 日（日） ～ 令和８年３月 15日（日） 

寄  贈  先：輪島市立図書館、珠洲市民図書館、志賀町立図書館 

目 標 金 額：２０４，０００円 

            内訳  新聞 144,000 円（１紙× 4,000 円/月×12カ月×３館） 

                    雑誌  60,000 円（２誌×10,000 円/年×３館） 

※新聞・雑誌の寄贈開始は、令和８年４月から予定 

 

【イベント実施状況と募金額】 

 

実施日 イベント名 募金額

令和7年11月16日 大人の図書館 「JAZZ NIGHT」（イベント内で募金呼びかけ） 12,135

令和7年12月21日 こころぽかぽか♡プログラミング＆ボドゲの日 7,205

　プログラミング（38名）、ボドゲ（44名）、ホットワイン等販売

令和8年1月11日 こころ和むお抹茶たて体験（75名） 11,863

　ふるまい甘酒販売（66杯）

令和8年1月25日 開運！ぶっくん神社（1/4～1/25）（ぶっくんしおり 171枚） 15,851

　ぶっくん絵馬コーナーも設置（192枚）

令和8年2月11日 石狩を懐かしむ映像上映会 45,044

（2/11）いしかり川渡船、いしかり～石狩町開基300年（71名）

（2/25）ニュース映像にみる石狩の今昔（47名）

令和8年2月14日 チャリティコンサート（2/14）フルートとピアノ（85名） 19,759

　チョコレートドリンク販売（30杯）

令和8年3月14日 パンとお菓子のSpringマルシェ（650名） 65,834

パン屋売上10％（58,696円）募金（7,528円）

令和8年3月15日 閲覧室内募金箱（11/16～3/15） 74,274

石狩市民図書館の募金総額 251,965

石狩市民図書館 251,965

名取市図書館友の会･なとと 108,443

募金総額 360,408

＜報告事項②関係＞
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